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○
農
林
水
産
省
令
第
四
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
土
地
改
良
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

金
子
原
二
郎

土
地
改
良
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

土
地
改
良
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
農
林
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
六
十
八
条
の
四
の
八

法
第
九
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
る
場

第
六
十
八
条
の
四
の
八

法
第
九
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
る
場

合
に
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

合
に
は
、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
同
条
第
一
項
の
一
定
の
地
域
内
に
あ
る
土
地
に
つ
き
法
第
三
条
に
規

項
中
「
同
条
第
一
項
の
一
定
の
地
域
内
に
あ
る
土
地
に
つ
き
法
第
三
条
に
規

定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
法
第
五
条
第
四
項
の
農
用
地
外
資
格
者
」
と

定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
法
第
五
条
第
四
項
の
農
用
地
外
資
格
者
」
と

あ
る
の
は
、
「
当
該
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土
地
に

あ
る
の
は
、
「
当
該
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
土
地
に

つ
き
法
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
第
六
十
八
条
の
四
の
七

つ
き
法
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
。

各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
読
み
替
え
る
。

第
七
十
六
条
の
十
五

法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
七
十
六
条
の
十
五

法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
条
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
前
段
、
法
第
五
十
二
条
の
二

五
十
条
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
前
段
、
法
第
五
十
二
条
の
二

第
四
項
、
法
第
五
十
二
条
の
五
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条

第
四
項
、
法
第
五
十
二
条
の
五
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条

の
二
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条
の
三
の

の
二
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
、
法
第
五
十
三
条
の
三
の

二
、
法
第
五
十
三
条
の
四
、
法
第
五
十
四
条
第
五
項
、
法
第
五
十
四
条
の
二

二
、
法
第
五
十
三
条
の
四
、
法
第
五
十
四
条
第
五
項
、
法
第
五
十
四
条
の
二

第
七
項
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
法
第
八
十
七
条

第
七
項
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
法
第
八
十
七
条

の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
法
第
八
十
七
条
の
五
、
法
第
八
十
八

の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
法
第
八
十
七
条
の
五
、
法
第
八
十
八

条
第
十
九
項
、
法
第
九
十
条
第
七
項
並
び
に
法
第
九
十
三
条
の
場
合
に
は
、

条
第
十
九
項
並
び
に
法
第
九
十
三
条
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
一
条

そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
一
条
の
二
及
び
第
四
十
二
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十

の
二
及
び
第
四
十
二
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の

三
条
、
第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
、
第

三
、
第
四
十
三
条
の
四
及
び
第
四
十
三
条
の
五
、
第
四
十
三
条
の
六
及
び
第

四
十
三
条
の
六
及
び
第
四
十
三
条
の
七
、
第
四
十
三
条
の
八
、
第
四
十
三
条

四
十
三
条
の
七
、
第
四
十
三
条
の
八
、
第
四
十
三
条
の
九
、
第
四
十
三
条
の

の
九
、
第
四
十
三
条
の
十
及
び
第
四
十
三
条
の
十
一
、
第
四
十
四
条
及
び
第

十
及
び
第
四
十
三
条
の
十
一
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四

四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
二
、
第
四
十
七
条
か
ら
第

十
五
条
、
第
四
十
五
条
の
二
、
第
四
十
七
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
三
ま
で
、

四
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第
六
十
七
条
の
四
ま
で
、
第

第
六
十
七
条
の
二
か
ら
第
六
十
七
条
の
四
ま
で
、
第
六
十
七
条
の
五
、
第
六

六
十
七
条
の
五
、
第
六
十
七
条
の
四
十
一
、
第
六
十
七
条
の
四
十
二
及
び
第

十
七
条
の
四
十
一
、
第
六
十
七
条
の
四
十
二
及
び
第
六
十
八
条
並
び
に
第
六

六
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
四
の
八
並
び
に
第
六
十
八
条
の
四
の
十
四
の
規

十
八
条
の
四
の
十
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
中
「
認
可
の
申
請
を

八
条
中
「
認
可
の
申
請
を
す
る
に
は
、
そ
の
申
請
書
に
」
と
あ
る
の
は
「
協

す
る
に
は
、
そ
の
申
請
書
に
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
は
、
」
と
、
第
四
十
八

議
は
、
」
と
、
第
四
十
八
条
の
三
中
「
認
可
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
協
議

条
の
三
中
「
認
可
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
」
と
、
第
六
十
七
条
の
四

」
と
、
第
六
十
七
条
の
四
十
二
中
「
及
び
法
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る

十
二
中
「
及
び
法
第
八
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
法
第
八
十
七

の
は
、
「
、
法
第
八
十
七
条
第
五
項
及
び
法
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
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条
第
五
項
及
び
法
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
」
と
、
「
及
び
第
五
十
九
条
」

、
「
及
び
第
五
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
七
条

と
あ
る
の
は
「
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
」
と
読

の
二
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
十
七

法
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み

（
新
設
）

替
え
ら
れ
る
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
る
場
合
に
は

、
第
九
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
同
条
第

一
項
の
一
定
の
地
域
内
に
あ
る
土
地
に
つ
き
法
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を

有
す
る
者
及
び
法
第
五
条
第
四
項
の
農
用
地
外
資
格
者
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


